
京都市消防局訓令甲第１号   

各         部   

消 防 学 校 

各 消 防 署 

 京都市消防署組織規程の一部を次のように改正する。 

  平成３０年９月２６日 

京都市消防局長 荒木 俊晴   

 別表第２京都市南消防署吉祥院消防出張所の項を次のように改める。 

  

京都市南消防署上鳥羽消防出張所 

京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９

４番地の４京都市消防活動総合セン

ター管理棟内 

    

   附 則 

 この訓令は，平成３０年１０月１日から施行する。 

 （消防局総務部総務課）


